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受付期間：令和８年４月８日（水）から令和８年５月 11 日（月）まで 

（午前９時から午後５時まで・月曜日～金曜日） 

令和８年度 

アルミ産業成長力強化戦略推進事業 

(アルミバリューチェーン連携強化事業費補助金) 

募集要領 
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令和８年度 アルミ産業成長力強化戦略推進事業 

（アルミバリューチェーン連携強化事業費補助金） 

募集要領 
 

１．事業の目的 

 本事業は、富山県内のグループからアルミ関連産業におけるバリューチェーンのグ

リーン化連携強化に関する課題を広く募り、その課題を克服するための取り組みを支援

することを目的とします。 

 

 

２．事業の概要 

（１）当機構は、富山県内の中小企業を中心とする２社以上のグループから、課題を募集

します。 

（２）当機構は、審査により優れた課題を採択します。 

（３）当機構は、提案者の課題の実施に当たり適切な助言を行います。 

（４）提案者は、実績報告書を作成し当機構に提出します。 

（５）当機構は、優れた課題について、さらなる支援につなげる可能性を検討し提案者を

伴走支援します。 

※ 申請後、交付決定までには２か月程度を要しますのでご注意ください。 

 

  ＜グループ＞                     ＜新世紀産業機構＞ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1．申請の募集・受領 

2．審査 

3．交付決定 2．交付決定 交付決定 

3．事業の実施 4．中間調査等 

4．実績報告書の提出 5．実績報告書の受領 

6．額の確定 5．補助金受領 

1．申請書の作成・提

出 
聞き取りなど 
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３．補助対象事業 

 富山県内の研究共同体からアルミ関連産業におけるバリューチェーンのグリーン化

連携強化に関する課題を広く募り、その課題を克服するための取り組みに要する経費

の一部について補助を行います。 

 具体的には、アルミバリューチェーンに関係したプロセス開発や省資源、省エネ、

リサイクル等、工程の環境負荷低減に関する技術開発に取り組み、各工程の実データ

の可視化に加え、アルミバリューチェーングリーン化研究会の活動と連携して各工程

のカーボンフットプリント（CFP）データやマテリアルデータ等を共有し、協働でア

ルミ DXプラットフォームの形成を行う課題を補助対象とします。 

 

例：アルミ製品の加工方法に新しい○○工法を使い、二酸化炭素排出低減を見える化

し、データ共有することによるグリーンな製品開発など 

 

※ 同様の内容で、国・県等の事業による補助若しくは委託等を受けようとしている

もの、または過去に受けたものは対象となりません。 

 

４．補助対象者 

 補助対象者は、県内中小企業（県内に事業所を有する企業。みなし大企業を含む。）

を代表企業とする２社以上の企業から構成される研究共同体とします。研究共同体に

大学等高等教育機関や公設試験研究機関を加えることは妨げません。 

 研究共同体の代表企業は、計画の作成・調整・管理及び研究共同体構成員相互の調

整を行うとともに、報告書等の作成を主体的に行うものとし、当機構は、その代表企

業に対して補助金の交付決定を行います。 

 

また、応募者は、以下のいずれにも該当しないことを確認願います。 

① 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号

（以下「暴力団対策法」という）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）であると認められる者 

② 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または

暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

④ 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

と認められる者 

⑤ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められる者 
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５．補助対象となる経費 

 補助対象となる経費は、取り組みを実施するために必要な以下の経費とします。 

経費区分 補助対象経費 

消耗品費 

事業に直接要する資材、部品、消耗品（通常の方法による短期間の使用に

よって、その性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなるもの）等

の製作又は購入に要した経費であって、単価が 10 万円未満（税抜）のも

の。ただし、特別な事情があると認める場合には、単価が 10 万円以上（税

抜）50 万円未満（税抜）の経費も、対象経費とすることがあります。なお、

過剰な数量の発注など事業用として相応しくないと判断される場合は経

費として認めません。 

機械装置等

備品・工具 

器具費 

補助事業者が事業を遂行するために必要な機械装置等備品・工具器具（ソ

フトウェアを含む。）の新たな購入経費（本体の購入及び本体の購入に付

随した据付・工事・改造）であって、耐用年数が１年以上かつ取得単価が

10 万円以上（税抜）のもの。ただし、汎用性の高いもの（パソコン、事務

用品など）や、補助事業以外で購入したものに付随した経費は対象外とす

る。なお、機械装置等備品・工具器具費は、補助申請額（実績額）の 1/2

以内とします。 

使用料 

本事業の実施に直接必要となる、物品のリース・レンタル料、設備・施設

の利用料・賃借料等の経費。ただし倉庫など研究開発の実施に直接必要の

ないものは、補助対象経費として認めません。 

外注費 

本事業業務に直接必要な試験、分析等にかかる経費。 

外部の業者に発注して行うソフトウェア開発費、試作開発品の部品加工、

製造、試作に要する経費。なお、外注費は、補助申請額（実績額）の 1/2

以内とします。 

通信運搬費 

事業を遂行するために必要とする試料・試作品等を送付・運搬する経費で

あって、他の業務と混用されない経費。研究設備などの移動に関する費用

やネットワークの保守料などは対象外です。 

旅費 

事業を遂行するために必要とする国内旅行の旅費であって、事業遂行団体

の旅費規程等により算定された経費。ただし、高額な旅費や日当など一般

通念上の金額を超える場合は、新世紀産業機構の旅費規程に規定された金

額を上限とします。 

共同研究費

（委託研究

費を含む） 

本事業業務の実施に必要な研究経費で、直接経費（物品費、使用料、外注

費、通信運搬費、旅費）と間接経費の合計をいう。なお、間接経費の計上

は、直接経費の 10 パーセントを上限とします。なお、共同研究費は、補

助申請額（実績額）の 1/2 以内とします。 

 

なお、別記に掲げる経費は、原則補助対象外としますが、その他不明な点については 

当機構にお問合せください。 
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別記 補助対象外経費の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象外 

経   費 

(1) 補助金の交付決定日前に発注し、購入し、若しくは契約し、又は補

助事業の期間終了後に納品・検収・支払等を実施したもの 

(2) 販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費 

(3) 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料及び光熱水費 

(4) 電話代、インターネット利用料金等の通信費 

(5) 汎用性があり、目的外使用となり得るもの（例：事務処理用のパソ

コン関連、スマートフォン、プリンタ、デジタル複合機等）の購入費

（研究開発に真に必要なものであり、相応の理由があるものについて

は補助対象とすることが可能）※必ず事前にご相談ください。 

(6) 商品券等の金券 

(7) 文房具などの事務用品等の消耗品費、新聞代及び団体等の会費 

(8) 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用 

(9) 自動車等車両の購入費、修理費及び車検費用並びに不動産の購入費 

(10) 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う

費用及び訴訟等のための弁護士費用 

(11) 公租公課（消費税及び地方消費税を含む） 

(12) 収入印紙代 

(13) 振込手数料 

(14) 他の取引との相殺や手形・小切手等による支払処理 

(15) 還付制度のある海外付加価値税 

(16) 各種保険料 

(17) 借入金、割賦販売等の支払利息及び遅延損害金 

(18) 補助事業計画書等の書類作成及び送付に係る費用 

(19) 原則として中古品の購入費（中古市場においてその価格設定の適

正性が明確でないもの） 

(20) 在庫品を使用する場合 

(21) 施設等の設置又は改修に要する費用 

(22) 土地、建物等の取得に要する費用 

(23) 上記のほか、当機構が公的な資金の用途として社会通念上、不適

切と認める経費 
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６．補助事業の期間、金額及び件数 

事業期間 
単年度 

（交付決定日から当該年度の２月末日まで） 

補助率 

補助対象経費の１/２以内 

※ただし県内における大学等・公設試の共同研究費については 

補助対象経費額（10/10 以内） 

補助限度額 
１００万円 

ただし、消費税及び地方消費税額を除く。 

件  数 ５件程度 

※ 金額については、提案内容を精査し決定させていただきます。 

※ 申請総額が本年度予算額に達した場合は、受付期間内であっても募集を締め切らせていただく

場合があります。なお、審査は随時（月 1回程度）行います。 

 

７．実施手順 

 

①  補助金交付申請書の提出 

研究共同体の代表企業から当機構へ補助金交付申請書（様式第１号）を提出してく

ださい。 

 

② 審査・決定 

当機構が審査により補助対象者を決定します。審査にあたっては、書類審査のほか

必要に応じてヒアリングを行い、提案内容の募集テーマとの整合性等を確認します。 

 

③ 補助事業の開始 

当機構が研究共同体の代表企業に交付決定を行った後、補助事業を開始していただき

ます。なお、交付決定に条件が付される場合があります。 

 

④ 実施中の調査・訪問 

補助事業の実施中に、当機構から進捗状況の調査を行うことがあります。その際に

はその時点までに実施した研究内容と予算の執行状況について書面で説明願います。

なお、継続が困難と判断される場合は、当機構から補助事業の中止をお願いすること

があります。 

 

⑤ 実績報告書・支出証拠資料の提出 

 事業終了後又は事業の中止の承認を受けた日から７日以内に、研究共同体の代表

企業から「実績報告書」や「対象経費の支出証拠資料」を提出していただきます。 
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⑥ 実績報告書の評価 

 当機構は、研究共同体の代表企業から実績報告書を受領し、その内容を精査します。 

 

⑦ 補助金の額の確定 

 当機構は、適切に本事業が実施されたと判断された場合、補助金の額を確定し、研

究共同体の代表企業に補助金を支払います。 

 

８．成果の帰属 

本事業によって得られた成果について、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権

利および意匠登録を受ける権利並びにこれらの通常実施権は、研究共同体の構成員に帰

属するものとします。 

 

９．書類の作成 

申請書は、機構から提供する書式（ワード、エクセル（いずれもマイクロソフト社製）)

で作成し、所定様式に従って、正確かつ簡潔にまとめ、書類および電子媒体を送付して

ください。なお、機密の保持については十分に配慮します。 

 

10．提案の方法 

以下の書類１部を、期限までに当機構へ送付又は持参してください。書類提出後、必

要に応じて事務局から照会を行うことがあります。 

 

・令和８年度アルミ産業成長力強化戦略推進事業 アルミバリューチェーン連携強化事

業費補助金交付申請書（様式第１号） 

・補助事業の実施計画書（別紙１） 

・収支予算書（別紙２） 

・補助要件に係る誓約書（別紙３） 

 

（１）提出期限： 令和８年５月１１日（月）        

※申請総額が本年度予算額に達した場合は、受付期間内であっても募集を締め切らせていた

だく場合があります。なお、審査は随時（月 1回程度）行います。 

     

（２）提出先：  公益財団法人富山県新世紀産業機構 

イノベーション推進センター アルミコンソーシアム担当 

〒933-0981 高岡市二上町 150 番地 

富山県産業技術研究開発センター技術開発館２階 

TEL：0766-24-7113 FAX：0766-24-7122 

E-mail：alumi@tonio.or.jp 



 
 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人富山県新世紀産業機構 イノベーション推進センターアルミコンソーシアム担当 

〒933-0981 高岡市二上町 150 番地 富山県産業技術研究開発センター 技術開発館２階 

TEL：   FAX：

E-mail : alumi@tonio.or.jp 
 

応募様式については、以下のＵＲＬからダウンロードすることができます。 

URL：https://www.tonio.or.jp/ 

＜問い合わせ・提出先＞ 

申請書の作成方法など、お気軽にご相談ください 

案内図 

技術開発館２階 

富山県新世紀産業機構 
（富山県産業技術研究開発センター敷地内） 


